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市・県民税の税額計算 令和７年度 市・県民税申告の手引き

令和６年１月～１２月の間にどのような収入がありましたか？

スタート
令和７年１月１日現在、

天童市に住所（住民登録）がある

天童市に申告をする必要はありません。
令和７年１月１日に住所（住民登録）がある市区町村へ

申告してください。

主に給与収入

勤務先から天童市に給与支
払報告書が提出されている

年金所得以外の
所得がある

各種の所得の合計額が所得
税の所得控除額より多い

（所得税の計算の結果納付
になる場合）

申告の要否について
Ａ 所得税の確定申告が必要です
Ｂ 市・県民税の申告が必要です　※１
Ｃ 申告は不要です　※２

親族の税法上の
扶養である

証明書発行や
各種申請などの
手続きが必要

給与所得以外の所得がある

給与以外の所得が
２０万円を超える

扶養控除や医療費控除
など控除の追加がある

年金以外の所得が
２０万円を超える

Ａ

Ａ

ＡＢＢ

Ｂ

Ｂ

ＢＣ

Ｂ

主に年金収入

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

営業・農業収入など 収入なし

※１　所得の内容や金額によっては税務署へ確定申告が必要な場合があります。
※２　非課税所得（遺族年金など）の場合、原則申告は不要です。

下記の場合は税務署へ確定申告が必要です
■青色申告の方
■新たに住宅ローン控除を受ける方
■災害等による雑損控除や繰越損失の申告
■金融商品（株式、仮想通貨等）に関する申告
■土地、建物の譲渡に関する申告

詳しくは税務署に
お問い合わせください

山形税務署
０２３–６２２–１６１１

❷調整控除
❶所得割の税率　市民税６%、県民税４%

　合計所得金額が２，５００万円を超える場合は適用外とする
市　　民　　税 県　　民　　税

合計課税
所得金額

２００万円以下の
場合

所得税との人的控除額の差額の合計額と
合計課税所得金額の少ない方×３／１００

所得税との人的控除額の差額の合計額と
合計課税所得金額の少ない方×２／１００

２００万円超の
場合

｛（所得税との人的控除額の差額の合計額）－
（合計課税所得金額－２００万円）｝→最低５万円×３／１００

｛（所得税との人的控除額の差額の合計額）－
（合計課税所得金額－２００万円）｝→最低５万円×２／１００

❸税額控除
（ア）配当控除

課税所得金額
１，０００万円以下の部分 １，０００万円超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税

種類
利益の配当等 １．６％ １．２％ ０．８％ ０．６％

証券投資
信託等

下記以外のもの ０．８％ ０．６％ ０．４％ ０．３％
一般外貨建等証券投資信託 ０．４％ ０．３％ ０．２％ ０．１５％

（イ）寄附金税額控除

基本
控除

都道府県、市町村または特別区に対する寄
附金、住所地の都道府県共同募金会、日本
赤十字社の支部または市町村が条例で指定
する団体に対して寄附を行った場合

市　　民　　税 県　　民　　税
（寄附金額と総所得金額等の
３０％とのいずれか少ない金額－

２，０００円）×６／１００

（寄附金額と総所得金額等の
３０％とのいずれか少ない金額－

２，０００円）×４／１００

特例
控除

上記のうち、都道府県、市町村または特別
区に対して寄附を行った場合（ただし、総
務大臣から指定を受けていない団体に対し
て令和元年６月以降に行った寄附を除く）
調整控除後の所得割額の２０％に相当する額を上限

市　　民　　税 県　　民　　税
｛（寄附金額と総所得金額等の
３０％とのいずれか少ない金額－
２，０００円）に（９０％－所得税率×
１．０２１）を掛けた金額｝×３／５

｛（寄附金額と総所得金額等の
３０％とのいずれか少ない金額－
２，０００円）に（９０％－所得税率×
１．０２１）を掛けた金額｝×２／５

　前年の所得税において平成２１年から令和6年１２月までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合
（ウ）住宅借入金等特別税額控除

対　象　者 控除限度額
次の①と②の条件をともに満たす方
①平成２１年１月～令和６年１２月までに入居した方
②所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる方

次の①と②のいずれか少ない金額
①所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
②所得税の課税総所得金額の５％（上限９７，５００円）

下記のいずれかに当てはまる場合、控除限度額の②は所得税の課税総所得金額の７％（上限１３６，５００円）となります。
・平成２６年４月～令和３年１２月に入居し、かつ消費税８％以上で契約した場合
・令和４年中に入居した方のうち、消費税１０％、かつ一定期間内（※）に住宅の取得に係る契約をした場合
※新築の場合は令和２年１０月～令和３年９月、建売住宅・中古住宅の取得や増改築等の場合は令和２年１２月～令和３年１１月に契約

❹均等割額　市民税３，０００円、県民税２，０００円（うちみどり環境税１，０００円）、森林環境税（国税）１，０００円

市・県民税申告が必要な方（確定申告書を提出される方を除きます）
令和７年１月１日現在、天童市に住所を有し、下記に該当する方
①令和６年１月１日から１２月３１日までの１年間に収入のある方
②給与所得者のうち次の方
　（ア）�勤務先から給与支払報告書が提出されなかった方（日雇、パートなどで働いている方を含みます）
　（イ）�給与所得以外の所得（不動産・農業・営業・雑・譲渡など）のある方（所得税では、

給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が２０万円以下のときは、確定申告は不
要となっていますが、市県民税については申告をしなければなりません）

③�公的年金等受給者のうち、公的年金等の源泉徴収票にある控除以外の各種控除（医療費控除、
社会保険料控除、生命保険料控除など）を受ける方

住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の拡充および延長など詳細は市のホームページをご覧ください。
令和７年度市・県民税の主な改正点

・申告書に必要事項を記入し、所得や控除を証明できる書類とあわせてご郵送ください。
・添付書類は返却しないため、原本が必要な方はコピーを送付してください。
・受付印を押した申告書を返送ご希望の方は、返信用封筒（宛先を記載、所要額の切手を貼付）を同封してください。

郵送等での提出

天童市税務課市民税係 ℡：０２３–６５４–１１１１　内線：７７４～７７６
〒９９４–８５１０　天童市老野森１丁目１番１号

お問い合わせ・申告書の郵送先
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株式等譲渡割額控除
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下記の種類「ア～シ、および①～㉗」は市・県民税申告書に記載されています。
市・県民税の申告書をご準備いただき、以下に沿ってご記入ください。

公的年金等所得の計算方法
受給者の年齢 公的年金収入額 割合 控除額

昭和３５年
１月２日以後
に生まれた人
（６５歳未満）

１３０万円未満 － ６００，０００円
４１０万円未満 ７５％ ２７５，０００円
７７０万円未満 ８５％ ６８５，０００円
１，０００万円未満 ９５％ １，４５５，０００円
１，０００万円以上 － １，９５５，０００円

昭和３５年
１月１日以前
に生まれた人
（６５歳以上）

３３０万円未満 － １，１００，０００円
４１０万円未満 ７５％ ２７５，０００円
７７０万円未満 ８５％ ６８５，０００円
１，０００万円未満 ９５％ １，４５５，０００円
１，０００万円以上 － １，９５５，０００円

公的年金等所得＝公的年金収入額×割合－控除額
公的年金等以外の所得金額が１，０００万円を超える場
合は控除額を１０万円減額、２，０００万円を超える場合
は控除額を２０万円減額となります。

事業専従者に関する事項
生計を一にしている配偶者や１５歳以上の親族が本年中に６か月
を超える期間、事業に専ら従事している場合、その事業に従事
している親族（事業専従者）１人につき、次の（１）（２）の
いずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。
※配偶者控除等との併用はできません。
（１） ①配偶者　８６万円　②配偶者以外の親族　５０万円
（２） 専従者控除前の所得金額÷（事業専従者数＋１）

分離課税の譲渡所得のある方へ
（詳細は山形税務署へお尋ねください）
主な
内容

土地、借地権などの土地上の権利、建物および建物附属
設備、建築物、特定の有価証券などの譲渡による所得

区分 譲渡した年の１月１日において所有期間５年以
下は短期、それ以外は長期に区分されます。

所得控除について
種　　類 適用範囲および控除額

社会保険
料 控 除 ⑬

本人や本人と生計を一にする親
族のために社会保険料（国民健
康保険、介護保険料、後期高齢
者医療保険料、国民年金保険料
など）を支払った場合

支 払
保 険 料
の 合 計

小規模企業
共済等掛金
控 除

⑭
小規模企業共済掛金や心身障
害者扶養共済掛金、確定拠出
年金法に基づく個人年金加入
者掛金を支払った場合

支払掛金
の 合 計

種　　類 適用範囲および控除額

生命保険
料 控 除

⑮

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険
料それぞれについて、以下の表に基づいて算出し
た控除額の合計額（最高７０，０００円）

新契約

新契約（平成２４年１月１日以後に契約したもの）
支払った保険料の金額（Ａ） 控除額
１２，０００円以下 （Ａ）の金額

１２，００１円～３２，０００円 （Ａ）×１／２＋６，０００円
３２，００１円～５６，０００円 （Ａ）×１／４＋１４，０００円
５６，００１円以上 ２８，０００円

旧契約

旧契約（平成２３年１２月３１日以前に契約したもの）
支払った保険料の金額（Ｂ） 控除額
１５，０００円以下 （Ｂ）の金額

１５，００１円～４０，０００円 （Ｂ）×１／２＋７，５００円
４０，００１円～７０，０００円 （Ｂ）×１／４＋１７，５００円
７０，００１円以上 ３５，０００円

新契約と旧契約の双方について控除の適用を受け
る場合、新契約と旧契約それぞれで算出した金額
の合計額が控除額（最高２８，０００円）

地震保険
料 控 除

⑯

地震保険料、旧長期損害保険料それぞれについて、以下
の表に基づいて算出した控除額の合計額（最高２５，０００円）

地 震
保険料

地震保険料
支払った保険料の金額 控除額
５０，０００円以下 支払額×１／２
５０，００１円以上 ２５，０００円

旧長期
損 害
保険料

旧長期損害保険料
（平成１８年１２月３１日までに契約したもの）
支払った保険料の金額 控除額

５，０００円以下 支払った保険料の金額
５，００１円～１５，０００円 支払額×１／２＋２，５００円
１５，００１円以上 １０，０００円

寡婦控除 ⑰

①または②を満たし、事実上婚姻関係と同様の事
情にあると認められる方がいないこと
①　夫と死別後再婚していない方、
または夫が生死不明の方で、前年の
合計所得金額が５００万円以下

２６万円
②　夫と離別後再婚していない方で、
扶養親族があり、かつ、前年の合計
所得金額が５００万円以下

ひとり親
控 除 ⑱

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、
前年の総所得金額等が４８万円以下の
生計を一にする子を有する単身者で、
前年の合計所得金額が５００万円以下、
かつ、事実上婚姻関係と同様の事情
にあると認められる方がいないこと

３０万円

勤労学生
控 除 ⑲

大学生・高校生・一定の専修学校の
生徒等で、前年の合計所得金額が
７５万円以下で、かつ、自己の勤労に
よらない所得が１０万円以下

２６万円

障 害 者
控 除

⑳

本人や同一生計の配偶者または扶養親族が下記に
該当する場合

障害者 身体障害者手帳３～６級、療養手帳Ｂ、
精神障害者保健福祉手帳２級以下など ２６万円

特 別
障害者

身体障害者手帳１・２級、療養手帳Ａ、
精神障害者保健福祉手帳１級など ３０万円

同 居
特 別
障害者

特別障害者である同一生計配偶者や
扶養親族で、本人や配偶者、生計を
一にする親族のどなたかと同居を常
としている方

５３万円

種　　類 適用範囲および控除額

配 偶 者
控 除 ㉑

合計所得金額が１，０００万円以下の納税者が生計を
一にする配偶者で前年の合計所得金額が４８万円以
下の方。上記のうち昭和３０年１月１日以前生まれ
の方は老人控除対象配偶者。
※内縁関係の方は配偶者に該当しません。

納税義務者の
合計所得金額

控　除　額
控除対象
配偶者

老人控除
対象配偶者

９００万円以下 ３３万円 ３８万円
９００万円超 ９５０万円以下 ２２万円 ２６万円
９５０万円超 １，０００万円以下 １１万円 １３万円

配 偶 者
特別控除 ㉒

合計所得金額が１，０００万円以下の納税者が生計を
一にする配偶者の方。

配偶者の
合計所得金額

納税義務者の合計所得金額
９００万円以下 ９００万円超

９５０万円以下
９５０万円超
１，０００万円以下

控　除　額
４８万円超　１００万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円
１００万円超 １０５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円
１０５万円超 １１０万円以下 ２６万円 １８万円  ９万円
１１０万円超 １１５万円以下 ２１万円 １４万円  ７万円
１１５万円超 １２０万円以下 １６万円 １１万円  ６万円
１２０万円超 １２５万円以下 １１万円  ８万円  ４万円
１２５万円超 １３０万円以下  ６万円  ４万円  ２万円
１３０万円超 １３３万円以下  ３万円  ２万円  １万円
１３３万円超    ０円    ０円    ０円

扶養控除 ㉓

生計を一にする配偶者以外の親族等で、前年の合
計所得金額が４８万円以下の方。

種類 適用範囲 控除額

一　　般 １６歳から１８歳まで
２３歳から６９歳まで ３３万円

特　　定 １９歳から２２歳まで ４５万円

老人
同居老親等以外の方

７０歳以上
３８万円

同居老親等（※） ４５万円
年　　少 ０歳から１５歳まで 　 ０円

一般 平成１８年１月２日から平成２１年１月１日に生まれた方
昭和３０年１月２日から平成１４年１月１日に生まれた方

特定 平成１４年１月２日から平成１８年１月１日に生まれた方
老人 昭和３０年１月１日以前に生まれた方
年少 平成２１年１月２日以後に生まれた方
※��老人扶養親族のうち、本人や配偶者の直系尊属（父母、祖
父母など）で、本人や配偶者との同居を常としている方

基礎控除 ㉔

合計所得金額 控除額
２，４００万円以下 ４３万円
２，４００万円超 ２，４５０万円以下 ２９万円
２，４５０万円超 ２，５００万円以下 １５万円
２，５００万円超 　 ０円

雑損控除 ㉖

災害、盗難、横領などにより損害
を受けた場合
①（災害等による実損失額－
　 （総所得金額等の合計額×１０％））
②（災害関連支出の金額－５万円）

①か②の
いずれか
高い方の
金額

医 療 費
控 除

㉗

本人や生計を一にする親族のために医
療費を支払った場合①、もしくは、ス
イッチＯＴＣ薬品等を購入した場合②

①か②の
いずれか
一方を選択

医療費
①（支払った医療費－保険などの補
てん金額）－（（総所得金額等×５％）
または１０万円のいずれか少ない金額）

控除限度額
２００万円

セ ル フ
メディケー
ション税制

健康の保持増進および疾病の予防
として一定の取組を行っている方
が、特定の医薬品（スイッチＯＴ
Ｃ薬品等）を購入した場合
②（支払った金額ー保険などの補
てん金額）ー１２，０００円

控除限度額
８８，０００円

所得金額調整控除
（下記に該当する方のみ対象となります）

対　象　者 控　除　額
⑴給与等の収入金額が８５０万円
を超え、いずれかに該当する方
ア特別障害者に該当する
イ２３歳未満の扶養親族を有する
ウ�特別障害者である同一生計配
偶者または扶養親族を有する

（給与等の収入金額−８５０万円）×0.1
なお、給与等の収入金額が
１,０００万円を超える場合は
１,０００万円とします。

⑵給与所得控除後の給与等の
金額および公的年金等にかか
る雑所得の金額があり、給与
所得控除後の金額と公的年金
等にかかる雑所得の金額の合
計額が１０万円を超える方

（給与所得控除後の給与等の
収入金額＋公的年金等にかかる
雑所得の金額）−１０万円

なお、給与所得控除後の給与
等の金額、公的年金等にかか
る雑所得の金額が１０万円を超
える場合は１０万円とします。

収入金額等・所得金額について
収入金額等（ア～シ）…前年中に収入が確定した額
所 得 金 額（①～⑪）…  収入金額等からそれぞれの計算

方法にもとづき必要経費等を差
し引いた額

種　　類 内　　　　容

事　
　
業

営業等 ア
①

卸売業、製造業、小売業、飲食業、建設
業、金融業、保険業などから生ずる所得
医師、税理士、外交員、集金人、ホス
テスなど自由職業から生ずる所得

農　業 イ
②
農産物の生産、果樹などの栽培、酪農
などから生ずる所得

不動産 ウ
③

土地や建物などの不動産、地上権、永
小作権、借地権などの不動産上の権利
などの貸付によって生ずる所得

利　子 エ
④
国外で支払われる預金等の利子などに
係る所得

配　当 オ
⑤
株式の配当、出費の配当、余剰金の配
当などによる所得

給　与 カ
⑥
給料、俸給、賃金、賞与、歳費などの
所得

雑（
上
記
の
い
ず
れ
に
も
当
た
ら
な
い
所
得
）

公　的
年金等

キ
⑦

厚生年金、国民年金、恩給、農業者年
金、共済年金など
※�所得の計算方法は右の表をご覧ください

業　務 ク
⑧
原稿料、講演料、シルバー人材センター
などの副収入による所得

その他 ケ
⑨
生命保険の年金（個人年金）、暗号資
産取引など⑦・⑧以外の所得

総
合
譲
渡

短　期 コ
サ
⑪

ゴルフ会員権、機械器具、骨董品など
の譲渡による所得
※�譲渡した日において所有期間５年以下
は短期、それ以外は長期に区分されます。長　期

一　時 シ
⑪

賞金品、懸賞金品、競馬・競輪の払戻
金、生命保険金・損害保険金の返戻金
などの所得

ー2ー ー3ー


